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反社会的勢力に対するけんしんの取組み
当組合は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、以下のとおり
基本方針を定め、これを遵守します。
ɹɹ組織ͱͯ͠ͷରԠ

　当組合は、反社会的勢力による不当要求に対し、対応する役職員等の安全を確保しつつ組織全体として対応し、迅速な問題解
決に努めます。

ɹɹ֎෦ઐؔػͱͷ࿈ܞ
　当組合は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関と
緊密な連携関係を構築します。

ɹᾀɹऔҾͷະવࢭΛؚΊͨҰͷؔःஅ
　当組合は、信用組合の社会的責任を強く認識し、その責任を組織全体で果たすため、反社会的勢力との取引の未然防止を含
めた一切の関係を遮断し、反社会的勢力からの不当な要求には応じません。

ɹᾁɹ༗ࣄʹ͓͚Δຽࣄͱࣄܐͷ๏తରԠ
　当組合は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応し
ます。

ɹᾂɹۚࢿఏڙɺෆదɾҟྫͳऔҾ͓Αͼศٓڙ༩ͷࢭې
　 　当組合は、いかなる理由があっても、反社会的勢力に対して事案を隠ぺいするための資金提供、不適切・異例な取引および便宜
供与は行いません。

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するお客さまへのお願い
日本および国際社会がともに取組まなくてはならない課題として、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年益々
高まっております。信用組合は、関係省庁と連携しながら、複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の手口に対応し、
有効に防止することができるように対策を進めております。当組合においても、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与リスクを経営上
の課題として認識し、リスクに応じた取組みを適切に行っております。
こうした中、金融庁は、2018年2月に、金融機関等における実効的なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の基本的な考え
方を明らかにした「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定、公表し、当組合では2019年1月、「顧客
受入方針」を定めました。これに基づき、お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、追加でのご確認などをさせていただく場合がありま
すので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

顧客受入方針
当組合は、犯罪収益の移転を未然に防止するため、お客さまと取引を行う際に取引時確認が必要となる取引および同取引にかかるお客さ
まの属性情報の取得・管理については、犯罪収益移転防止法などの法令を遵守するとともに、当組合が作成する特定事業者作成書面の内
容を踏まえ、以下の各事項について適切な対応を実施します。具体的には、以下の取引の種類に応じて取引時確認を実施します。なお、お
客さまが取引時確認に応じていただけない場合には、取引時確認にお客さまが応じていただけるまで当該取引を謝絶します。また、犯罪収
益の移転の危険性が高いものとして、お客さまとの取引が下記取引事例に該当すると判断した場合には、すみやかに監督官庁に「疑わしい
取引」の届出を行うとともに、継続的なモニタリングの実施や取引謝絶などの措置を実施します。
1.  預金口座の開設、200万円を超える大口現金の受払いをする取引、為替取引を伴う10万円を超える現金の受払をする取引等（閾値以下
の取引であっても、1回当たりの取引の金額を減少させるために1の取引を分割していることが一見して明らかなものは1の取引とみなす。）
・ 上記取引において当組合が確認する事項およびその確認書類は、下表のとおりです。
・ 上記取引において把握したお客さまの属性情報は、当組合の個人情報保護規程に基づき適切に管理します。

2.  特別の注意を要する取引（（1）マネー・ローンダリングの疑いがあると認められる取引、（2）同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引）
・ 上記「1.」と同様。

3.  高リスク取引（（1）なりすましの疑いがある取引または本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客との取引、（2）マネー・ローンダリング
対策が不十分であると認められる特定国等に居住している顧客との取引、（3）重要な公的地位にある者（外国PEPs）との取引）
・ 上記取引において当組合が確認する事項およびその確認書類は、下表のとおりです。なお、マネー・ローンダリングに利用されるおそれ
の高い取引であることを踏まえ、「本人特定事項」および「実質的支配者」については、通常よりも厳格な方法により確認します。
・ 上記取引において把握したお客さまの属性情報は、当組合の個人情報保護規程に基づき適切に管理します。

犯罪収益の移転の危険性が高いものとして
「疑わしい取引」の届出に該当する取引事例

1.  多額の現金・小切手による入出金を伴う取引（顧客属性や取引態様に見合わない場合）
2.  現金・小切手を伴い短期間に頻繁に行われる取引で、入出金総額が多額のもの 
3.  架空、他人、実体が無い法人との疑いがある口座の利用 
4.  匿名または架空と思われる名義での送金を受ける口座の取引 
5.  多数の口座を保有している顧客の口座を使用した取引 
6.  開設後、短期での多額・頻繁な入出金を経て、解約・休止した口座の取引 
7.  通常は資金の動きがないにもかかわらず、突如多額の入出金が行われた口座の取引 
8.  入金口座から現金で払い戻した直後に、その現金を送金する取引（払戻口座の名義別

に送金する場合） 
9.  多数の者に頻繁に送金を行う口座の取引（送金を行う直前に多額の送金を受ける

場合） 
10.  多数の者から頻繁に送金を受ける口座の取引（送金を受けた直後に当該口座から多額

の送金または出金を行う場合
11.  金融庁が公表している「疑わしい取引の参考事例（預金取扱い金融機関）」に示された

取引
 12.  その他当組合が「疑わしい取引」を判断する取引

確認事項 通常の取引（上記1､2） 高リスク取引（上記3）
本人特定事項
（個人）氏名、住
居、生年月日
（法人）名称、本店
または主たる事務
所の所在地

以下の本人確認書類
（個人）運転免許証、個人番号カー
ド、在留カード、旅券（パスポート）等
顔写真のある公官庁発行書類など
（法人）登記事項証明書、印鑑登録証
明書、官公庁発行書類で法人の名称
および本店または主たる事務所の所
在地の記載があるものなど

通常の取引に際して確認した書類
+

上記以外の本人確認書類

取引を行う目的 申告 申告
（個人）職業
（法人）事業の内容

（個人）申告
（法人）定款、登記事項証明書など

（個人）申告
（法人）定款、登記事項証明書など

実質的支配者
（議決権の保有そ
の他の手段により
当該法人を支配す
る自然人（全ての法
人に存在））

代表者等からの本人特定事項の申告 株主名簿（資本多数決の原則を
採る法人の場合）、登記事項証
明書（資本多数決の原則を採る
法人以外の法人の場合）など

+
代表者等からの本人特定事項の申告

資産および収入の
状況（高リスク取引
で、200万円を超え
る財産の移転を伴
う場合に限る。）

（個人）源泉徴収票、確定申告
書、預金通帳など
（法人）貸借対照表、損益計算書
など




